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支出負担行為担当官 

第十管区海上保安本部長 羽山 登志哉 

 
次のとおり、技術審査申請を受付（公募）します。 

 
１ 当該公募の概要 

本件は、当管区本部が発注する船舶修繕の受注を希望する事業者（参加者）

を公募するものです。 

参加を希望する事業者は、所定の様式により申込みを行い、当管区が令和

4・5・6 年度に発注する修繕を受注するために必要な要件を満たしているか

否かの技術審査を受けていただいたうえで、審査に合格した場合は船舶修繕

の調達に関し参加が可能となるものです。 

 
２ 参加申込者の技術審査 

(1) 別表の「技術審査の区分」により審査を行います。 

(2) 定期公募による技術審査 

令和 4・5・6 年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）（以下、「新

資格」という。）の審査時期にあわせ募集を行い、「海上保安庁の船舶の修繕

に関する技術審査実施要領」による技術審査を行い、合否を決定します。 

(3) 定期公募以外の技術審査 

上記 2．(2)の審査時期に参加申込みができない事業者にあっては、次の定

期公募までの期間において「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査実施

要領」に従い随時申込み受け付け、技術審査を実施し合否を決定します。 

 
３ 参加要件 

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規



定に該当しない者であること。 

(2) 新資格において、「役務の提供等（船舶整備）」のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ いずれ

かの等級に格付けされ、中国、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者ま

たは当該資格に申請中の者であること。 

 
４ 技術審査の実施 

(1) 定期公募 

  平成 31・32・33 年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）（以下、

「旧資格」という。）において、「役務の提供等（船舶整備）」のＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ いずれかの等級に格付けされ競争参加資格を有する場合は、その旨を証明

する書類、それ以外の場合は新資格の審査申請書の写しの提出をもって技術

審査を受け付けます。いずれの場合も、新資格による等級が確定次第、速や

かに新資格による等級を証明する書類を提出してください。 

(2) 随時の審査 

  新資格を有する場合はその旨を証明する書類の写しの提出をもって受け付

けます。それ以外の場合は、上記 4．(1)に準じて技術審査を実施します。 

 
５ 応募要領 

技術審査を希望する者は、「第十管区海上保安本部の船舶の修繕に関する技

術審査基準」に基づき、下記 6．により配布する申請書及び審査に必要な資

料等を申請書配布場所の担当係に提出すること。 

 
６ 申請書の配布、受付期間及び提出場所等 

(1) 申請書の配布及び受付期間 

① 定期の技術審査の受付期間  令和 4 年 1 月 11 日から  

令和 4 年 1 月 31 日まで 

② 随時の技術審査の受付期間  令和 4 年 2 月 1 日以降随時 

(2) 申請書の配布及び提出場所 

下記 7．に同じ 

※ 持参又は郵送（書留郵便に限る。） 



(3) 申請に必要な提出書類 

① 技術審査申請書（船舶修繕） 

② 国土交通省競争参加資格に冠する書類 

 a. 定期公募の場合 

  a) 旧資格を有する者は、「平成 31・32・33 年度国土交通省競争参加資格

（全省庁統一規格）決定通知書」の写し 

  b) 旧資格を有しない者は、「令和 4・5・6 年度国土交通省競争参加資格

（全省庁統一規格）決定通知書」の写し 

 b. 随時審査の場合 

  a) 新資格を有する者は、「令和 4・5・6 年度国土交通省競争参加資格（全

省庁統一規格）決定通知書」の写し 

  b) 旧資格のみを有する者は、「平成 31・32・33 年度国土交通省競争参加

資格（全省庁統一規格）決定通知書」の写し 

  c) 新資格・旧資格ともに有しない者は、「令和 4・5・6 年度国土交通省競

争参加資格申請書」の写し 

③ その他支出負担行為担当官が必要と認める書類 

 
７ 申請手続に関する問い合わせ先 

〒890-8510 鹿児島市東郡元町４番１号 

第十管区海上保安本部 警備救難部船舶技術課 管理係 

電話 099-250-9800（内線 2313） 

 
８ その他 

技術審査に合格した場合でも、修理を行う船舶の修繕仕様書に定める回航

日数等の条件によって受注できる船舶が限られる場合があります。 


